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１ 計画策定の趣旨 

令和元年（2019 年）６月に施行された「視覚障害者等の読書環境の整備の

推進に関する法律（以下「読書バリアフリー法」という。）」は、視覚障がい、

発達障がい、肢体不自由その他の障がいにより、書籍について、視覚による表

現の認識が困難な者の読書環境を整備することにより、障がいの有無にかかわ

らず、すべての国民が等しく読書を通じて、文字・活字文化の恵沢を享受する

ことができる社会の実現に寄与することを目的としています。 

「読書バリアフリー法」では、地方公共団体は「国との連携を図りつつ、そ

の地域の実情を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を

策定し、及び実施する責務を有する」と規定されており、また、「地方公共団

体は、(国の)基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の

読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の

読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない」とし

て、地方公共団体における計画の策定を求めています。 

国は、令和 2 年（2020 年）に「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関

する基本的な計画」を定め、令和７年（2025 年）3 月には同計画（第二期）

を策定しています。 

本市においては、令和３年（2021 年）10 月に「高松市視覚障がい者等の読

書環境の整備の推進に関する計画（高松市読書バリアフリー計画）」（以下、

「第１次計画」という。）を策定し、障がいの有無にかかわらず、すべての市

民が等しく読書活動を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社

会の実現に寄与することを目的とし、様々な取組を進めてきました。 

このような中、近年、デジタル機器の普及や情報通信手段の多様化等、読書

活動を取り巻く状況は大きく変化し、市内のどこに住んでいても、気軽に読書

ができる環境の整備が求められています。 

こうした状況を踏まえ、本市の読書バリアフリーにおける目標を明確にし、

社会の変化に対応しながら、将来を見据えて計画的に推進するため、「第２次

「高松市視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画（第 2 次高松市

読書バリアフリー計画）」（以下、「第２次計画」という。）を策定しました。 

第１章 計画の基本的な考え方 
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2 計画の位置付け 

本計画は、読書バリアフリー法に基づき、読書が困難な方の読書環境の整備

の推進に関する計画として定めるものです。 

「第 7 次高松市総合計画」や「第 3 期高松市教育振興基本計画」、「第６次高

松市子ども読書活動推進計画」、「たかまつ障がい者プラン（令和６年度～８年

度）」などの関連計画と整合を図りながら、施策を推進します。 

 

3 計画の対象者 

本計画は、視覚障がい、発達障がい、肢体不自由その他の障がいにより、活

字によって表現された書籍（雑誌、新聞その他の刊行物を含む）を読むことが

難しい方、寝たきりや上肢に障がいがある等の理由により書籍を持つことやペ

ージをめくることが難しい方（以下「読書が困難な方」という。）を対象とし

ます。 

 

4 計画の期間 

令和８年度（2026 年度）から 12 年度（2030 年度）までの 5 年間とします。 

 

５ 「SDGs」との関係 

障がいの有無に関わらず、全ての市民が等しく読書ができる環境の整備を推

進することは、平成 27 年に国際連合で採択された「持続可能な開発目標

（SDGs）」の「誰一人取り残さない」という理念と一致します。 

本計画では、SDGs の目標達成に貢献します。 

 

＜関連するゴール＞  
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１ 本市における対象者数と利用の状況 

令和４年度（2022 年度）末時点で、本市における身体障がい者手帳所持者

は 17,115 人で、平成 30 年度（2018 年度）末と比較すると、1,100 人減少し

ています。主障がい部位別にみると、「視覚障がい」1,112 人、「肢体不自由」

7,996 人となっています。【たかまつ障がい者プラン（令和６年度～８年度）】 

一方、本市図書館において視覚障がい者サービス等を受けている方は、令和

６年度末時点で 154 人と、多くの方が視覚障がい者サービス等を利用している

とは言えない状況にあります。 

また、支援を必要とする視覚障がい者等のニーズを把握するとともに、サー

ビスに関する情報が届くよう、周知方法を工夫する必要があります。 

 

２ 視覚障がい者等が利用可能な読書手段 

現在、視覚障がい者等が読書を行う主な方法として、次のような方法があり

ます。 

●自分で読む：点字図書、大活字本、触る絵本、ＬＬブック等 

●人に読んでもらう：図書館での対面朗読サービス 

●再生機で音声や画像化して読む：録音図書、デイジー図書、 

●機器を使って自分で読む：拡大読書器、リーディングトラッカー等 

●機器を使って読み上げさせる：電子書籍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 現状と課題 

マルチメディアデイジー 拡大読書器 リーディングトラッカー 

デイジー図書の特徴は、目
次から読みたい章や節、任
意のページに飛ぶことがで
きる、音声にテキストや画
像を同期させることができ
るなどがある。 

読みたい行に視点を集中さ
せる読書補助具。視覚障が
いのある人等の読書をサポ
ー ト す る 道 具 で あ る と 共
に、集中して読書したい人
にも便利な道具。 

視覚に障がいがある方等が
文字や画像を拡大し、コン
トラストを調整して見やす
く表示することで、読書を
支援する機器。 

※１  ※２  ※３  ※４  

※５  ※６  

※７  ※８  
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３ 障がいのある方の読書環境の現状 

本市図書館では、読書が困難な方への支援として、次の取組を行っています。 

※中央図書館は、サンクリスタル高松リニューアル工事により、令和 7 年 5 月 

より令和 9 年秋頃まで休館しています。 

 

 

 

 

サービス 内容 

対面朗読サービス 
中央図書館、香川図書館で実施しています。持ち込み

資料を読むこともできます。 

アクセシブルな書籍

等の提供 

全国の公立図書館や点字図書館と相互貸借を行い、視

覚障がい者等に録音図書や点字図書を提供していま

す。また、来館が困難な方には郵送貸出サービスを実

施しています。 

アクセシブルな書籍

等の製作 
録音図書、点字図書を製作しています。 

読書支援機器の提供 

中央図書館には、拡大読書器や音声デイジー再生機、

デイジー用タブレット、リーディングトラッカー等を

所有、貸出、個別の利用体験を行っています。 

りんごの棚の設置 

大活字本、点字の本、LL ブックなどを配置するほか、

発達障がいについてなど障がいを理解するための本も

設置しています。 

声の広報の発行 

「広報高松」から主要な市政ニュースやお知らせ、市

視覚障害者福祉協会からのお知らせなどを CD に収録

し、毎月１回郵送しています。 

【広聴広報・シティプロモーション課】 

サピエ図書館の利用

支援 

サピエ図書館への加入を通して、会員施設・団体が製

作又は所蔵する点字図書や録音図書に関する書誌デー

タベースの提供及びダウンロード等による貸出サービ

スを行っています。 

※９  

※11 

※12 

※10 
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第 1 次計画では、視覚障がい者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推

進することにより、障がいの有無にかかわらず、すべての市民が読書活動を通

じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与すること

を目指し、次の４つの施策の方向性と 10 項目の指標を設定しています。 

表にあるとおり、視覚障がい者への資料の郵送貸出件数と読書支援機器・用

具給付件数は令和２年度と比較して減少していますが、他の項目は増加をして

います。 

特に大活字本などの視覚障がい者等が利用しやすい資料は、大幅に増加して

います。 

【4 つの施策の方向性】 

方向性１ 視覚障がい者等による図書館の利用に関する体制の整備等 

方向性２ インターネットを利用したサービスの提供体制の強化 

方向性３ 端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援、情報通信技術の 

     習得支援 

方向性４ 図書館サービスの人材育成・体制整備 

【指標】 

 

項目 令和２年度 令和６年度  
令和７年度 
（目標） 

視覚障がい者資料郵送貸出件数  １６７件 １４４件 ２５０件 

障がい者支援
コーナー 

年間貸出件数  ６１２冊 ７１３冊 １，０００冊  

高松市図書館
所蔵資料 

大活字本 ２，０４４冊  ３，３５８冊  ２，５００冊  

ＬＬブック  ５３冊 ６７冊 ８０冊 

点字付き絵本  １２５冊 ２７１冊 １５０冊 

録音図書（ＣＤ）  ９４６点 １，０９７点  １，０５０点  

デイジー図書  ５１点 ９０点 １００点 

サピエ図書館  個人会員登録数  ー ９人 ２０人 

読書支援機器・用具給付件数  
（日常生活用具給付制度） 

４２件 ３７件 ４５件 

図書館ボランティア養成・スキル
アップ講座等参加人数  

４９人 ６１人 １５０人 
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４ 障がいのある方の読書環境の課題 

現在、音声読み上げ対応の書籍やマルチメディアデイジー、ＬＬブックなど

は出版点数が限られており、なかなか話題の図書や新しい情報に触れることが

できません。 

また、障がいの種別や程度によって、利用しやすい書籍や読書の形態が異な

り、サービスを提供する側の図書館が個々の障がいの特性やニーズを把握し、

環境を整備する必要があります。 

第１次計画の指標にもあるとおり、アクセシブルな書籍等の所蔵は増加して

いるものの、年間貸出件数や視覚障がい者資料郵送貸出、読書支援機器・用具

給付といった本市図書館が実施している読書バリアフリーサービスについて、

市民に広く認知されているとはいえない状況があるため、今後も、読書が困難

な方やその支援者、関係機関等に情報を届けられるように、効果的なＰＲ方法

を検討していく必要があります。 

また、点訳・音訳などのボランティアをはじめ、読書環境を支える人材が不

足しているという課題があると考えられます。 

より多くの方に読書方法や支援サービスへの認知を広げるためには、関係者

と連携しながら、幅広い情報発信や行事に取り組む必要があります。 

さらに、職員やボランティアの知識・スキルの向上を支援するため、各種の

研修を実施する必要があると考えられます。 
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１ 基本方針 

本市図書館では「市内のどこに住んでいても、気軽に読書ができる環境の整

備」の実現に向けて、読書バリアフリーサービスを充実させるとともに、関係

機関と連携し、読書が困難な方が利用できる読書環境があることを市民の皆さ

んに広く認知してもらい、潜在的なニーズを実際の利用へとつなげていくこと

が重要です。 

国においても、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計

画」（第二期）の中で、３つの基本的な方針を定め、視覚障がい者等の読書環

境の整備を通じ、障がい者の社会参加・活躍の推進や共生社会の実現を目指す

ものとして取り組んでいます。 

そのようなことから、本市においても、次の 3 点を基本方針として定め、読

書が困難な方の読書環境の整備に取り組みます。 

【基本方針 1】 

誰もがその特性に応じた適切な資料を利用できるよう、資料を充実させます 

【基本方針 2】 

誰もがニーズにあった資料を手にすることができるよう、利用環境の整備に 

取り組みます 

【基本方針 3】 

誰もが利用できる読書環境があることを知ってもらうよう、周知に取り組み 

ます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 基本方針と具体的な取組 
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２ 具体的な取組と指標の設定 

【基本方針 1】 

誰もがその特性に応じた適切な資料を利用できるよう、資料を充実させます 

 

 

 

 

 

 

 

（１）読書が困難な方が自身の障がい特性や年齢に合った資料を利用できるよ

う、様々な種類の資料の収集を行います。 

（２）りんごの棚など、アクセシブルな書籍等の紹介コーナーの充実に取り組

みます。 

（３）視覚障がい者等が利用しやすい電子書籍やオーディオブック等の充実に

取り組みます。 

（４）国立国会図書館や公立図書館、市内の学校図書館、点字図書館、サピエ

図書館等と連携し、相互貸借制度を活用し資料の提供に努めます。 

（５）図書館職員や書籍等を製作する施設・団体と連携し、点訳・音訳等の書

籍の製作に取り組みます。 

 

【基本方針２】 

誰もがニーズにあった資料を手にすることができるよう、利用環境の整備に 

取り組みます 

 

 

 

 

 
 

（１）香川県立視覚支援学校や市内の学校図書館と連携し、視覚障がい児等が

アクセシブルな書籍等を利用できるよう支援します。 

（２）拡大読書機などアクセシブルな書籍等を利用するために、デイジー用タ

ブレットなど必要な読書支援器の充実に、引き続き取り組みます。 

【基本的な考え方】 
障がいの種別や特性、乳幼児・青少年期、成人期、高齢期の各ライフス

テージにおいて必要とされる様々な種類の書籍について考慮し、アクセシ
ブルな書籍等の収集及び製作を行い、誰もが適切に利用できるよう様々な
種類の資料の充実に努めます。 

また、視覚障がい者等が円滑に利用できるよう、電子書籍等の利用を推
進します。 

さらに、国立国会図書館やサピエ図書館等と連携し、資料を提供できる
よう取り組みます。 

【基本的な考え方】 
視覚障がい者等が必要とする書籍等を提供できるように関係機関との連

携を強化します。 
また、読書や図書館の利用が難しい視覚障がい者等にとって、読書や図

書館がより身近なものとなるよう取組を進めます。 
さらに、司書や読書ボランティア等、視覚障がい者等の読書環境の整備

にかかわる人材の確保に努めます。 

※13 
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（３）アクセシブルな書籍等を利用するための読書支援機器の利用方法や入手

方法について案内します。 

（４）図書館職員や書籍等を製作する施設・団体等の養成講座や研修を開催

し、点訳・音訳等の書籍を製作するための人材養成を行います。 

（５）リニューアルする中央図書館では、視覚障がい者等が快適に利用できる

ようピクトグラムや分かりやすい表現を使用した利用案内など館内の案内

サービスの充実のほか、必要な施設整備に取り組みます。 

 

【基本方針３】 

誰もが利用できる読書環境があることを知ってもらうよう、周知に取り組み 

ます 

 

 

 

 

（１）関係課や香川県立視覚支援学校、市内の学校図書館等と連携し、バリア

フリー読書支援サービスを紹介するリーフレット等を配布するなど、情報

提供に取り組みます。 

（２）国立国会図書館やサピエ図書館が提供しているサービスについて周知を

図ります。 

（３）本市図書館で収集したアクセシブルな書籍等を本市ホームページのほ

か、様々な方法で情報を発信し、分かりやすい表示に努め、利用しやすい

環境づくりに努めます。 

（４）アクセシブルな書籍等や読書支援機器等を実際に体験できる行事等に取

り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本的な考え方】 
読書バリアフリーの考え方が普及し、読書が困難な方の読書環境が改善

するよう、その意義や取組について、市民への周知・啓発を図ります。 
また、視覚障がい者等が、書籍と出会い、多くの情報を得られるよう、

様々な形態の書籍等や読書の手段について周知に取り組みます。 

※14 
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【成果目標とする指標】 

３つの基本方針に基づき、計画期間の 5 年間を評価する指標として、下記の

項目を定め、進捗管理を実施します。 

取組内容 項目 
令和６年度 

（現状） 

令和 12 年度

（目標） 

アクセシブルな書

籍等の充実 

大活字本 3,358 冊 4,300 冊 

ＬＬブック 67 冊 80 冊 

点字付き絵本 271 冊 400 冊 

デイジー図書 90 点 120 点 

電子書籍 2,526 点 3,500 点 

オーディオブック 40 点 80 点 

りんごの棚の充実 年間貸出冊数 713 冊 1,000 冊 

読書支援機器の整

備 

デイジー用タブレット

所有台数 
3 台 ５台 

貸出回数 ０件 10 件 

音訳・点訳者等の

養成 

養成講座の実施回数 ０回 ２回 

参加人数（延べ） ０回 30 人 

バリアフリー読書

支援サービスを周

知するイベント等

の開催 

回数 １回 3 回 

参加人数 61 人 150 人 
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用語集 

 

用 語 説 明 

＊１ 点字図書 
６つの点を組み合わせて、文字や記号、数字、
アルファベットを表す点字で示された図書のこ
と。 

＊２ 大活字本 
視力が弱い人に対応するために、通常よりも大
きな文字（大活字）や判型を用いた本のこと。 

＊３ 触る絵本 
さまざまな材料を用いて盛り上がった挿絵を作
り、それを貼り付けるなどして、指で触って絵
が分かるようにした絵本。 

＊４ ＬＬブック  

「ＬＬ」とは、スウェーデン語の「Lȁttlast（分
かりやすく読みやすい）」の略で、「LL ブック」
は、知的障がいのある人など、文字を読むこと
が苦手な人も読めるよう、分かりやすい言葉や
文章、イラストや写真を使った「やさしく読め
る」本のこと。 

＊５ 録音図書 
耳で聴いて読書できるよう、活字の文章を声に
出して読み、その音声を CD やカセットテープに
録音した図書。 

＊６ デイジー図書 

「 デ イ ジ ー 」 と は 、「 Digital Accessible 
Information System」の略で、「利用しやすい
情報システム」のこと。デイジー図書の特徴に
は、目次から読みたい章や節、任意のページに
飛ぶことができる、最新の圧縮技術で一枚の CD
に 50 時間以上も収録が可能である、音声にテキ
ストや画像を同期させることができるなどがあ
る。 

＊７ 拡大読書器 
カメラで撮影した文字や画像を拡大して表示す
ることにより、読み書きを支援する機器。 

＊８ 
リーディングトラッ

カー 

読みたい行に視点を集中させる読書補助具。デ
ィスレクシアや、視覚障がいのある人の読書を
サポートする道具であるとともに、集中して読
書したい人にも便利な道具。(ディスレクシア
は、限局性学習症の一つとされ、全般的な知的
発達は正常で、学習意欲があるにもかかわら
ず、文字の読み書きに限定した困難を有する疾
患。) 
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＊９ 
アクセシブルな書籍

等 

「アクセシブル」とは、利用しやすいさまをい
い、「アクセシブルな書籍」は、読書バリアフリ
ー法第２条第２項の「視覚障がい者等が利用し
やすい書籍」のこと。点字図書、拡大図書、録
音図書、触る絵本、LL ブック、布の絵本等、視
覚障がい者等がその内容を容易に認識すること
ができる書籍。 

＊10 点字図書館 

点字、録音、デイジー図書等の製作・貸出やレ
ファレンスサービス、デイジー図書再生機の貸
出等、目の見えない、見えにくい人などへの情
報提供サービスを行っている施設。 

＊11 りんごの棚 

「本が読めない、読みにくいという特別なニー
ズのある子ども達のために、読書の喜びを与え
たい。」という願いからスウェーデンの図書館で
生まれた。りんごの棚には、大活字本、点字の
本、ＬＬブックなどを配置するほか、発達障が
いについてなど障がいを理解するための本も含
まれる。 

＊12 サピエ図書館 

視覚障がい者及び視覚による表現の認識に障が
いのある方々に対して点字データ、デイジーデ
ータ等を提供するネットワーク。日本点字図書
館がシステムを管理し、全国視覚障害者情報提
供施設協会が運営 を行っている。正 式名称は
「視覚障害者情報総合ネットワーク」。 

＊13 オーディオブック 

書籍等の文章を読み上げ又は口演し、必要に応
じて効果音及びＢ ＧＭ等を付与する ことによ
り、利用者が耳で聴くことを通じて情報を得ら
れる形式の電子音声コンテンツ。 

＊14 ピクトグラム 
絵文字や絵を使った図表を用いて、情報や注意
を示すために表示される記号。 
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